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近畿地方整備局事業評価監視委員会（平成２９年度第１回） 

議事録 

日時：平成２９年７月１９日（水） １０：００～１１：５５ 

場所：大阪合同庁舎第 1 号館 第 1 別館（２階）大会議室 

 

【委員長】それでは、審議に入りたいと思います。 

■道路事業・街路事業に係る再評価・事後評価実施要領細目の変更に伴う運用について 

【委員長】何かご意見ございますでしょうか。 

【委員】確認だけさせていただいていいですか。 

 ネットワークとしての評価をできるようにするということは、やっぱりつながっている

評価をしたいということだと思うのですが、そうすると、先ほどの重要なところで構造未

確定部分というところで、新規採択事業に関しても、そこの部分は便益あるいは費用も算

出しないということであれば、その場合にＯＤといいますか、要するにその２つの区間の

経路がないので、あまり便益とか変えてもそれほど大きな変化が出てこないのではないの

かなと思ったりするのですが、わざわざそういうふうに新規採択時においてもされる。あ

るいはこういうことはほとんどないのでしょうか。今の、構造未確定だからそこの部分は

入らないというようなことが、新規採択時の場合に出てこない。再評価ならまだわかるの

ですが、新規採択時のところでなぜ抜かれるのかよくわからないので教えてもらえるとあ

りがたいです。 

【事務局】その意見は、実は検討される過程のところでも出ていまして、例えば、こうい

うところです。これは、このときに多分、現道ないしそういうところに交通が流れるので

はないかということで、例えば、これが新規採択時評価を行う区間として、ここは確定し

てないので入れないのでと、こういった場合は全体のネットワークからいうと、若干速度

とか容量は下がりますけれども、実質的には現道ないしそういうところで通っていくので、

交通の流れとしては、全体の大きなネットワークとしては評価できるのではないかという

議論になっております。 

【事務局】委員長、ちょっと補足してよろしいですか。 

【委員長】お願いします。 

【事務局】本省で少しだけこの評価のときに携わったので補足させていただきますと、委

員がおっしゃるように、調査中区間もやはりネットワークとして評価するのであれば入れ
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た方がいいのではないのかという意見は当然ございました。悩みましたのが、調査中区間

のところはまだ構造もわからないですし、そうするとコストもはじけないので、便益は出

せるとは思うのですが、コストのところが非常に曖昧になってしまうと。そこで過少ある

いは過大になるリスクがあるので、とりあえず外しましょうというふうになったのが実態

でございます。実際にそういう場所があるかといいますと、結構多くのところが調査がネ

ットワークとしてやるところが進んできておりましたので、言葉は悪いですけど実害とい

う意味だと非常に少ないのではないのかなと。ただ、例えば、北海道の端っこの方の区間

とか幾つかまだミッシングリンクで調査も入ってないところはございます。そういうとこ

ろについては、さっき申し上げたような形で、現道があるところでしたので、現道があり

ましてネットワークとしては速度は落ちるけれどつながっているようなところがありまし

たので、そこは当面の間は外してもいいのかなというふうになりました。将来的には、で

きれば調査中区間も含めてネットワーク評価ができるのが理想形だなというふうに思いな

がら、徐々に改善という意味で一歩改善というのが現状だと思っていただければ結構だと

思います。よろしくお願いします。 

【委員】わかりました。 

【委員長】ご承服いただけましたでしょうか。 

 この話は、過年度の道路事業の評価で、この場でも出てきたところでありますけれども、

ネットワークで評価するというのは、道路については当然のことだろうと思いますが、な

ぜかそれが今までできてなかったということだったと思います。それが一部ではあります

けれどもできるようになってきたということで、今、おっしゃったように、今後また改善

されていくということだろうと思います。この場は事業評価の場であって事業評価制度の

検討の場ではありませんので、そういう意見があったということをまた本省にお伝えいた

だくということで進めたいと思います。よろしいでしょうか。 

 ほかはいかがでしょうか。 

 私も上の赤で書いてある区間だけをネットワーク評価して、調査箇所について入れない

ということで、全体としての考え方の整合がとれるのかどうかというと、ややクリアでな

いところがありますので、そのあたりもまた整理しておいていただいたらと思います。 

 この件はよろしいですか。 

（「異議なし」の声あり） 

【委員長】それでは、道路事業・街路事業に係る再評価・事後評価実施要領細目の変更に
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伴う運用については、ご了承いただいたことといたします。ありがとうございました。 

 

■一般国道８号塩津バイパス 

【委員長】一般国道８号塩津バイパスの再評価について何かご意見ございますでしょうか。 

【委員】２点ほどお伺いしたいです。 

 １つ目は、今、Ｂ／Ｃの計算のところで１.２だったのが１.１になったとご説明いただ

いたと思うのですが、これはどういう理由によるのかということを１つお伺いしたいと思

います。 

 それからもう１つですが、事業目的が３つほど挙げられているんですけれども、そこの

中で交通安全の確保と書いてあるところには、地元の人の声ということで、ビワイチとか

で自転車に乗る人たちが危ないということが書いてあるわけですけれども、整備断面の５

ページのところを見ますと、歩道は整備されるようだけど、これ、自転車はどこを走るの

かなというところがよくわからなくて、このことが今の安全にどう貢献するかというとこ

ろについてのご説明。 

 それから、広域的な代替路の確保に関しましても、特に積雪の議論をされているわけで

すが、じゃ、この整備が積雪時にどういう効果を発揮するのかというところについてはよ

くわからなくて、現道のままでも変わらないのではないかというようにも思われるわけで

すが、そこらあたりの部分についてご説明いただければと思いますが。 

【委員長】３点ご質問です。よろしくお願いします。 

【事務局】まず１点目のＢ／Ｃでございますが、Ｂ／Ｃが１.２から１.１と若干下がって

いることにつきましては、Ｂ／Ｃの算出にあたりましては事業期間というのを設定して算

出しているわけでございますが、前回におきましては、事業期間を３１年度までという形

で設定して算出してございます。今回２９年の再評価にあたりましては、３１年までの事

業期間とするのは現実的には難しい状況になってございますので、３４年に変更させてい

ただいています。これによりまして開通年度が若干後ろに繰り下がったことによりまして、

費用の方が後ろに下がったことによって現在価値に直すと若干大きくなるというところか

ら、Ｂ／Ｃが小さくなったということでございます。 

【委員長】自転車は歩道を走るのですか、車道を走るのですか。 

【事務局】２点目でございますが、自転車は歩道の幅員を今の計画では３.５ｍとしている

のですが、３.５ｍの場合、自転車は基本的には車道を走るんですけれども、自転車歩行者
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道として３.５ｍのところを通行することができるというふうに道路交通法ではなってご

ざいます。したがって、機能として自転車は歩道を通ることができるのですが、サイクル

スポーツみたいな形になりますと相当速度も速く進まれますので、基本的には車道を通っ

ていただくことになるかと思います。 

【委員長】そうすると、交通安全上の便益はあまり変わらないということになりますか。 

【事務局】便益の算出の仕方は、自転車に特化して算出するような形にはなってないんで

すけれども、安全上の観点からいきますと、今、路肩しかない状態で、歩行者はこの路肩

を通ってございます。そうしますと、車はもとよりサイクルスポーツのような自転車と歩

行者とを分離することによって交通安全上の確保を図っていきたいという考えでございま

す。 

 ３点目でございますが、広域的な代替路の確保の観点で北陸自動車道との関連でござい

ますが、北陸自動車道は先ほど申し上げましたように、これまで年間平均で４回以上通行

止めがされてございます。それで、高速道路は非常に規格が高く高速で走行することから、

安全第一ということで警察の方も含めて通行止めにするタイミングが非常に早うございま

す。そういった観点から、北陸自動車道の方がかなり早くに通行を止めて、その交通が８

号におりてきます。そのときに、この断面でいきますと、道路も狭い状況で車道も狭く、

さらに歩道もないような状態ですと代替路の機能としての交通安全も含めた観点からいき

まして、円滑に通すということでは、やはりこれぐらいの計画で円滑に通れる道路とする

ことによって、代替路としての機能も上がると、そういう考え方でございます。 

【委員長】多分、委員の疑問は、年に何回かの代替路としての使用による便益というのは、

どういうふうに算出しているのでしょうかと。違いますか。 

【委員】それは違います。それは多分、便益云々の話ではなくて、代替路としてこの道路

の今の整備の断面がどういう効果を持ち得るかということなんです。単純に言いますと、

車道幅員は５０ｃｍずつしか増えてないのに、そのことによって代替路に急になるんだと

いうことでは多分ないですよね。おそらく私の解釈では、これ、降雪時であれば雪をよけ

るスペース等も要るので、歩道幅員等が大きくとられていればそういう余裕ができてくる

ということで、降雪時における可用性というか利用可能性が、より迅速に啓開して利用可

能できるようになるというようなことではないのかなとは思ったりはしたのですが、その

あたりは特に説明されていないので、確認だけさせてもらえればと思った次第ですが。 

【委員長】よろしいでしょうか。今のご発言はそういう説明も足し込んでしていただいた
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らよいのではないかということだろうと思いますので、また国民への周知の際にもご検討

いただければと思います。 

【事務局】わかりました。ありがとうございます。 

【委員長】ほか、いかがでしょうか。 

【委員】ここまで事業が進捗していて、これ以上大きな課題はありませんということでご

報告をいただいているんですけれども、資料４－１の１０ページの滋賀県知事のご意見の

ところに、ちょうど６行目のあたりに「必要な予算の確保」ということで、予算の確保の

ことについて触れておられるんですけれども、ここまで来てまだ予算の確保が整ってない

とか、そういうことがあるのでしょうか。近畿のほかの府県は、あまりこういうことをお

っしゃっていないような気がしたので、ちょっと疑問に思ったのでお尋ねさせていただき

ます。 

【委員長】すみませんが、なるべく手短にお願いします。 

【事務局】必要な予算の確保というふうにご意見をいただいているところにつきましては、

限られた予算の中でやっているということをご承知いただいている中でのご意見だと思い

ますので、その中でこの事業についても必要ということから、さらに事業を進める上では、

ほかもある中でということは書かれていませんが、必要な予算を確保していただきたいと

いうところをおっしゃっていただいているのだと思います。 

【委員長】国の予算は単年度予算ですので、次年度以降は決まっているわけではない、と

いうことだろうと思います。ありがとうございました。ほか、いかがでしょうか。 

【委員】事業が始まって相当たつんですけど、土地取得の進捗率が６９％ということで、

期間のわりにはされてないというふうな感じも受けて、事前の説明なんかのところでは、

なかなか土地の取得が難しい状況にあるということのようなんですけれども、具体的に説

明していただきたいのと、あとどの程度の期間を見込まれているのかというあたりをお願

いしたいと思います。 

【事務局】用地取得につきましては、これまで現道拡幅区間につきましては公図が混乱し

てございました。この公図混乱は、地図を訂正しないといけないんですが、その作業を進

める間に並行してこちらのバイパスの整備を進める間に地図訂正も進めてきてまいりまし

た。地図訂正というのは、具体的に申し上げますと、いわゆる公図というのが、法務局に

登録されている地図がございます。それと現地の地権者の方々が主張される土地区画とは

一致していないというところから、それを一致させる作業を事務的に進めないといけない。
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本来、こういう作業は市町村が事前にというわけではないんですけれども、通常、市町村

がやってこられています。だけど、バイパスを進める中では、先に市町村ができてないケ

ースもございます。その場合は事業にあわせてやっており、その作業を今まで進めてきた

ところです。その作業が完了してきましたので、用地取得はこれから本格的にどんどん進

めていける状態だということでございます。 

【委員】その公図の訂正自体は、法務局に働きかけて国土交通省がやられるということに

なりますか。それとも主体は法務局？ 

【事務局】作業自身は国土交通省の方でやってございます。最終の地図は法務局にござい

ますので、その最終の地図を訂正していただくのは法務局になるのですが、そのための作

業をやっていったということになります。 

【委員長】それでは、ほかにないようでしたら、一般国道８号塩津バイパスの審議結果に

ついて、「当委員会に提出された資料、説明の範囲において、おおむね適切であり、対応方

針（原案）のとおり事業継続することが妥当と判断される」といたしたいですが、よろし

いでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

【委員長】ありがとうございました。 

 

■一般国道３１２号大宮峰山道路 

【委員長】それでは、何かご質問があればお受けしたいと思います。いかがでしょうか。 

 事業未着手で３年後の再評価ということであります。これも地籍調査等々の関係で、今

そういうことをやっていただいているということだと思います。区間としては、京丹後市

長さんの意見にあったように、高速道路網の数少ないミッシングリンクをつなぐ、いわゆ

る地域高規格道路ということであります。 

【委員】さっき同じ趣旨のことを申し上げたと思うのですが、実は事業目的で書かれてい

ることと説明されていることが、正確に言うと、私から見ると資料の中で適切に反映され

てないような気がするのです。何を申し上げたいかというと、例えば１つ目のところでは

混雑緩和と書いてらっしゃるのですが、混雑緩和の効果については書いてらっしゃらない

のです。もしここに書かれるなら、混雑を緩和するんだと書かれた方がいいと思うし、医

療の話も重要なので、医療の話であるならそういうふうに目的を書かれた方がいいと思い

ますし、それから、ここの中で特に一番最後の図のところですか、広域の山陰自動車道が
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できますと、こういう議論ですね。それは多分主要なところだと思うのですが、そこにつ

いては特に今回、事業の評価方法が変わったにもかかわらず、あまり触れられてないよう

に思ったのですが、そのところをもし、今回はこの形で、１つ目に関しては若干ご回答い

ただきたいですが、混雑緩和ということに関してどれだけ期待できるのかということにつ

いてはどういうふうにお考えなのかということと、それから、広域のネットワーク形成と

いう観点からいったときに、今回の評価の変更に伴って若干変わった内容でもあれば、ご

紹介いただければと思いますが。 

【事務局】混雑緩和につきましては、いろいろ資料を用意していたんでございますが、今

回、資料を付けてございません。まことに申しわけございません。先ほどの説明の中にあ

ったんですけど、資料５ページとか４ページのところで、３１２号というところは渋滞箇

所もございまして、夏季のシーズンでは交通が集中しておりまして、連続的に速度が低下

してまいります。交通量は日量が多くて、大宮峰山道路の交通転換によって交通混雑の緩

和がされていると期待されておりますので、そういった資料を次回の再評価からはきっち

り用意させていただきたいなと思ってございます。 

 それと、委員指摘のございました点につきましても、内部でいろいろ検討させていただ

いて、次回以降の評価資料等に反映させていただきたいと考えてございます。 

【委員】明らかにその観点、特に最後の観点ですね、転換していって広域のところの幹線

的な機能を担う道路になるというところが、やはりこの道路のポイントになると思います

ので、そのあたりの部分の効果がよくわかるように整理をしていただけるとありがたいと

思います。ありがとうございました。 

【委員長】この事業評価というのは、基本的に誰に対してメッセージを発信するかという

と、国民に対して発信するものだろうと思います。それで、おかしなことになってないよ

というだけではなくて、国民の負託に応えてこれだけきちんといいものをつくっています

よというのをアピールしていただく場でもあるだろうと思いますので、ぜひ今のご意見を

踏まえて、出し方もいろいろ検討していただければと思います。 

 よろしゅうございますでしょうか。 

 それでは、一般国道３１２号大宮峰山道路の審議結果として、「当委員会に提出された資

料、説明の範囲において、おおむね適切であり、対応方針（原案）のとおり事業継続する

ことが妥当と判断される」といたしますが、よろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 
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【委員長】ありがとうございました。 

 

■一般国道２４号寺田拡幅 

【委員長】一般国道２４号寺田拡幅について、何かご意見ございますでしょうか。 

 これは、新名神の供用に伴っていろいろな企業の立地なんかも相当進んでいるようです

が、それの支障にならないように下道も整備をするということだと、そういう事業だと思

います。 

【委員】４ページのところで交通量が示されているんですけど、これは順次減ってきてい

るんですけれども、この理由というのは教えてもらえますでしょうか。 

【事務局】多分、京奈和道路が西側に今、４ページの絵で見にくいんですけど、２４号は

ぐっと９０度曲がるんですが、そこのところから左側に京奈和道路がありまして、京奈和

道路に一定量転換しているはずでして、京奈和道路はたしか交通量が今７,０００台から１

万台ぐらいの間になっておりますので、多分、平成１１年以降の開通だったような記憶が

ありますので、それで少し分散したのかなと。とはいえ、十分な転換ではないということ

かなということだと思っております。すいません、もうちょっと正確に言えばいいんです

けど、失礼しました。 

【委員長】よろしゅうございますか。 

【事務局】京奈和の供用年度がわかればもっとクリアなんですけど。 

【委員】今のご説明であれば、京奈和道路で減っているんだけれども、新名神の関係でイ

ンターもできて、今後増える可能性があると、こういう理解でよろしいですか。 

【事務局】私も補足したかったんですけど、この絵の中の４ページだと見えないんですが、

６ページの方の、今回、寺田拡幅のさらに東側に城陽スマートインターチェンジができま

して、その下に市街地整備とか工業団地とちょこちょことあるんですが、市と府の方で東

部丘陵地整備計画なるものが、まさに新名神の開通に合わせて整備されておりまして、正

直、相当この東西方向の交通量が増えるだろうという想定がありますので、この拡幅は当

然やらせていただいて、さらに多分、京都の知事の方のご意見の中で、周辺土地利用の進

展に伴う交通状況も踏まえというふうに書いていただいているのは、まさにそういう周辺

の開発を踏まえて、ちゃんとこの整備をしてくれよという趣旨のご発言だと思っておりま

す。 

【委員長】高規格道路、それから下道あわせて一体として、こういうふうに機能を発揮し
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つつあるというふうにご理解いただければよろしいのではないかなと思います。 

 ほか、いかがでしょうか。 

 それでは、ほかにご意見ないようですので、一般国道２４号寺田拡幅につきましては、

審議結果を「当委員会に提出された資料、説明の範囲において、おおむね適切であり、対

応方針（原案）のとおり事業継続することが妥当と判断される」としたいと思いますが、

よろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

【委員長】ありがとうございました。 

 

■和歌山下津港海岸直轄海岸保全施設整備事業 

【委員長】それでは、和歌山下津港海岸直轄海岸保全施設整備事業について、ご意見をい

ただきたいと思います。いかがでしょうか。 

【委員】１ページのところで全体の計画を書かれていて、沖合の防護ラインという絵があ

りましたね。考え方として、６ページの黄色のところが沖合の防護ラインで、ここで基本

的には止めようと。ただ、下の方については、赤の未整備のところ等を組み合わせてやっ

ていくと、そういう基本的な考え方になっていると思うのですが、たしか沖合防護ライン

は基本的に全体を完結させるという計画が当初あったのではないかと思うのですが、これ

がなかなか技術的に難しくて、未整備のところと組み合わせてやるという案に変わってき

ているというふうに理解しているのですが、そのときにコスト的にどういう変化が起きて

いるのか。端的に言うと、沖合防護ラインでやった場合と、今回の組み合わせ案でやった

場合でどれぐらいの差があるのかというのを少し補足的にご説明いただけないでしょうか

ということが１点と、それから、そうなった場合に、５ページで事業実施後の浸水深のと

ころが書かれているのですが、この南側といいますか、冷水地区のところが浸水地区が若

干残るという絵になっているのですが、ここまで防護するのは難しいということなのか、

ここについては少し別の扱いになっているというあたりも少しご説明いただけないでしょ

うか。 

【事務局】まず最初に、２６年度にこの事業計画は大きく見直しをしてございます。当初

は、委員がおっしゃるとおり、このラインで防いでしまおうという計画になってございま

した。とはいいながら、港湾施設が背後にございまして、ここが湾奥部への入り口となっ

ているということから、ここで浮上式の防波堤ということで、地震が起こって津波襲来す
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るというときには、ここに浮上式の防波堤を浮上させて、ここにも壁をつくって、このラ

インで全部止めてしまうという計画でございました。 

 当初はそれで計画をしてございまして、２５０億円という事業規模で算出をしておった

んですけれども、２１年度から事業を実施しておりましたが、３.１１でそれ以上の規模の

地震が発生したということで、対象の地震を大きく見直したということで、その地震動、

それから津波によって、再度、浮上式の検討をしたところ、２５０億では事業費がおさま

らなくて、構造的にもう少し大きなものになるということから、約７７０億円の規模にな

るということになりました。ということでしたので、大きく事業費が膨らむことから、従

来の防護ラインがこの背後にずっとあったわけですけれども、湾を囲むような形の防護ラ

インでかさ上げ、補強等で事業を見直したところ、こちらの方が４５０億円ぐらいででき

るということで、当初の計画を大きく見直して、今ご説明させていただいたような防護ラ

インでの護岸のかさ上げを基本とする計画に変更したということでございます。 

【委員長】２つ目がありましたね。 

【事務局】ここについては、元々防護ラインがここで設定されていたということで、既存

の防護施設、高潮対策用の護岸が整備をされているということでございます。そのライン

で前をずっと囲むという話もあるんですけれども、ここについては、前面は物揚げ場とか

桟橋とか護岸というものがあるぐらいで、人も住んでないというようなところから、既存

の防護ラインでの検討ということで、ここについては、防護ラインの外側ということでや

むなしということで考えております。 

【委員】よくわかりました。それで、当初２５０億で、７００億で技術的に可能かもしれ

ないけれども非常に高コストになるということを鑑みると、今回の護岸の、前面で仕切る

のではなくて、少し湾に引いた形で護岸をつくっていく方がコスト的には有利であろうと

いう形で変更されたということですよね。その変更をしたことによってＢ／Ｃがどうなる

かというのは、今回の対象ではないんですか。 

【事務局】それが前回の２６年度が見直しということです。 

【委員長】今回は、前回想定外力の変更による再評価をやった後、３年たって再評価をや

るということになりますね。 

【委員】了解です。 

【委員長】ほかはいかがでしょうか。 

【委員】非常に重要な事業かと思います。ちょっと聞き逃したかもしれないので教えてい
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ただきたいのですが、水門については、予定では平成２９年ですから、もう今年度、事業

完成ということで、残事業４９億円となっております。また全体についても３５％事業を

完成されておりますが、１年でも、少しでも早く完成をというのが地元の要望かと思いま

すが、このあたりは予定どおり３５年事業完成ということなのか、あるいは１年でも早く

ということが可能なのか、少し進捗状況とあわせて教えていただければと思います。 

【事務局】２６年度の評価のとき２３％で、この３年間で１２％の伸びというようなとこ

ろで、今、事業は３５％の進捗率ということでございます。現在、速やかに工事に着手で

きるように、現場では調査と設計を鋭意進めまして、次、湾奥部の方の護岸のかさ上げ等

に展開していくんですけれども、そちらにすぐに移行できるようにといいますか、事業が

できるような準備を今現在進めているということで、設計ストックの確保とかにも努めて

いるというところでございます。 

 ３５年度の完成なんですけれども、それを目指して予算の確保というところでも引き続

き、当初予算だけではなくて補正予算等々あれば、それも含めて必要な予算の確保に努め

ていきたいと考えているところでございます。 

【委員】ということは、おおよそ努力しておられるので、３５年には遅くとも完成するで

あろうという見込みは持っておられるというところでよろしいでしょうか。 

【委員長】それは多分、この場の誰も言えないことだろうと思いますので、そういう見込

みで進めていきたいということだろうと思いますが、そういうことですよね。 

【委員】あと、すいません、ほんとうに素人の質問で恐縮なんですが、３番目に、新技術、

新工法の活用などを引き続き検討とありますが、ここは、東北の方の状況を見ましても、

こんな形しか無理なのかなというか、かなりなかなか人間にとって心地よい工法というの

はないものだなと思うところもあるんですが、新技術、新工法の活用ということについて

は、今、角先生とのやりとりの中でも多分ご説明があったのだろうと思いますが、これは、

ここのところの可能性もまだ探りつつやっておられるということなのでしょうか。 

【事務局】はい。新しい技術が出てきておりまして、出てくれば、それらを含めて検討し

て、コストが安ければ積極的に採用していきたいと考えております。 

【委員】ありがとうございます。結構です。 

【委員長】ほか、いかがでしょうか。 

【委員】５ページに事業の整備効果という図がありますが、これが事業実施前と完全にで

き上がった後の２つしかありません。事業の効果というのは、整備の途中段階でも徐々に
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発現していくものだと思います。そのあたりのことをもし教えていただけるのでしたらお

願いします。 

【事務局】これは完成形なので、全部でき上がったときには、３連動に対して完全に浸水

被害はなくすことができるというところでございます。 

【委員】例えば、今既にでき上がっている黄色い岸壁の部分については、ある程度、整備

効果も出ているのではないかなと思うわけです。そうした効果を丁寧に知らせていくとい

うのも大事なことだと思います。 

【事務局】そうですね。ありがとうございます。ちなみにですけれども、今、黄色でした

ところが概成しているということで説明させていただいたんですけれども、ここの整備は

今年度で概成するということで、これを整備したことで背後の浸水する深さが２割ぐらい

の軽減にはこれでなっているというところ、それぐらいの効果は。 

【委員】そうですね。今後３０年に７割の確率で地震が来るというのは、住んでらっしゃ

る方にとっては非常に心配なことだと思いますので、こうして整備をすることで安心感が

増すとしたら、それは丁寧に広報されていく方がいいのではないでしょうか。 

【事務局】ありがとうございます。その点、非常に大事だと思っておりまして、整備を進

めていく箇所、順番等についても、少しでも効果が前に発現するような形で進めていきた

いと考えております。ありがとうございます。 

【委員長】ありがとうございました。 

 おおむね意見も出たかなと思いますので、和歌山下津港海岸直轄海岸保全施設整備事業

の審議結果といたしましては、「当委員会に提出された資料、説明の範囲において、おおむ

ね適切であり、対応方針（原案）のとおり事業継続することが妥当と判断される」とした

いと思います。よろしゅうございますか。 

（「異議なし」の声あり） 

【委員長】ありがとうございました。 

 

■一般国道２４号寺田拡幅（補足） 

【事務局】先ほどの寺田拡幅のところの説明で一部修正したいものですから、お時間を１

分だけください。 

 委員からご指摘があったように、交通量が減っているじゃないかということだったんで

すけれども、私は京奈和道路の開通の影響ではないかと申し上げたのですが、京奈和道路
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開通そのものは昭和６３年から順次始まっておりまして、今１２ｋｍぐらい開通している

んですけれども、その一番最後のところが開通したのが平成１２年ということでしたので、

確かにその影響は少しはあると思いますが、一番根本的な影響としまして考えられますの

が別にありまして、実は料金制度を変えているというのが一番大きい要因でございます。

平成２１年度にＥＴＣの料金割引を民営化となって、その後拡充をいろいろしてきている

というのがありまして、京奈和道路もそのころに大胆な５割引とか３割引とかというのを

入れました。その結果として、一般道路の方から京奈和道路の方に相当転換しているとい

うことでございます。したがって、平成１１年と２２年、２７年頃を比べますと、交通量

が寺田拡幅の対象箇所が５,０００台減っている主な要因としては、開通効果というよりも、

むしろ料金制度によって転換が図られたのではないかというふうに想像されますので、先

ほどの私の説明を訂正させていただければと思いますので、よろしくお願いします。大変

失礼いたしました。 

【委員長】ありがとうございました。 

 では、本日の審議は以上で終わりたいと思います。委員の皆様、長時間の審議等、お疲

れさまでした。これでマイクを一旦事務局にお返しします。 

【事務局】長時間にわたります審議、ありがとうございました。 

 ここで、議事録速報版を作成いたしますので、しばらくお時間をいただきたいと思いま

す。 

 

 議事録速報版の作成を終えました。改めて、委員長、議事進行をお願いいたします。 

【委員長】それでは、事業評価監視委員会審議議事録速報版の確認及び修正に移りたいと

思います。お手元に配付されました議事録速報版（案）について、ご確認をお願いします。

ご覧いただいて何かお気づきの点があれば、お知らせいただければと思いますが、いかが

でしょうか。 

 特にご指摘ないようでしたので、この議事録速報版につきましては、お手元の資料のと

おりであるということを確認させていただきたいと思います。 

 ほかに事務局から皆さんにお知らせするようなことはございますでしょうか。 

【事務局】特にございません。 

【委員長】委員の皆様から何かございますか。せっかくの機会ですので、あればお受けし

たいと思いますが。 
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【委員】いつも工夫して書いていただいて大変いいと思うのですが、できましたら、先ほ

ども申し上げましたけれども、事業目的と説明資料がもう少し対応するように書いていた

だけたら大変ありがたい。それから、できれば設計断面とか、要するに設計、つくられて

いるもののイメージと、そこで書かれている成果といいますか、達成される効果といいま

すか、そういった部分との対応関係も若干触れていただけたら。例えば、最後の防潮堤を

つくっていくのだと思うのですが、それはどういう感じの防潮堤になるのか、高さはどの

ぐらいのものなのかとか、そういったところも若干わかるようになる方がよいかなと思っ

たりいたします。 

 それから、やはり効果の部分に関しても、費用便益を算定するだけにとどまらず、それ

以上の部分を説明されているはずなのです。特に、先ほどの防潮堤の話であれば、例えば、

レベル２の津波に対してどうかみたいな議論もやっぱりあろうかと思います。事業評価そ

のものに対してはあまり関係ないのですが、可能であれば、その整備効果というのをより

広く国民の皆さんにわかっていただくという観点からも、対応関係を少し意識して資料を

作成していただけると大変ありがたいと思った次第なので、最後に申し上げたいと思いま

す。 

【委員長】おっしゃるとおり、事業評価そのものではなくて、事業そのものについて、ほ

ぼ前提のようになってしまって、改めてこの場では意識することはないのかもしれません

が、先ほど申し上げたように、国民に対してきちんと丁寧に説明をしていくということか

らすれば、今後の表現、構成等々について、また少し工夫をしていただければというふう

に思います。 

 ほか、よろしいでしょうか。 

 それでは、以上をもちまして、本日の審議を終了いたします。これで事務局に進行をお

返しします。 

【事務局】いろいろなご意見どうもありがとうございました。 

 以上をもちまして、平成２９年度第１回近畿地方整備局事業評価監視委員会を閉会とい

たします。本日は長時間のご審議、まことにありがとうございました。 

 

【議事録終わり】 


